
第 ３１ 号（1）

31

令和元年６月３日発行

◆ 目　　次 ◆

○ご 挨 拶　……………………………………………………………………　Ｐ２．Ｐ３

○臨時総代会、平成２９年度決算　…………………………………………　Ｐ４．Ｐ５

○通常総代会、平成３０年度事業報告　……………………………………　Ｐ６～Ｐ９

○令和元年度予算　 …………………………………………………………　Ｐ１０

○お 知 ら せ　…………………………………………………………………　Ｐ１１．Ｐ１２

導水路より桜並木と当事務所を望む



（2）第 ３１ 号

　理事長の倉持でございます。

広報の発行にあたり組合員の

皆様にご挨拶を申し上げます。

　当改良区役員・総代・組合

員の皆様には、各種事業の推

進について日頃から格別のご

協力を賜り厚く御礼を申し上

げます。

　また、茨城県県南農林事務所、管内各市、そして茨

城県土地改良事業団体連合会等、関係機関の皆様にも、

特段のご支援ご協力を頂き御礼を申し上げます。

　さて、平成３０年度からは国指導の生産調整が廃止

となりました。自主的な生産調整に心配もありました

が、大多数の生産農家のご協力で大きな米価の下落も

無く推移したことは大変喜ばしいことでした。当改良

区としても、今後も組合員の皆様と心を一つにして協

力していくつもりです。

　当改良区発注事業の工期遅延について、平成２９年

度は全社が工期内に完成できましたが、残念ながら平

成３０年度は、１社の遅延が発生してしまいました。

それでも過去の実績からすると隔世の感があるほど改

善されております。改めて関係各位に感謝を申し上げ

ます。

　平成３０年度の主な実施事業について、当改良区発

注分の農地耕作条件改善事業東楢戸地区の小排水路護

岸工事や土地改良施設維持管理適正化事業の福岡堰

ゲート外面塗装工事、そして、県単土地改良事業とし

て福岡堰五期地区、谷原領地区、川又地区、新川地区

を整備し、その外内郷工事も併せて実施しました。又、

県営事業として、経営体育成基盤整備事業藤代北部地

区で支線道路（農道）を整備して完工し、基幹水利施

設ストックマネジメント事業の本田排水機場地区は完

成まであと一歩まで整備が進みました。

　今年度の国の土地改良事業費の当初予算は、前年比

１１４％と見込まれております。茨城県への予算割当

も前年比１１３％になっています。年々予算も増額さ

れていますが、私達のたゆまぬ要望活動と県選出の国

会議員の皆様に多大なご助力を頂いての結果と感謝い

たしております。

　次に、県営経営体育成基盤整備事業伊奈北部地区は、

今年度採択になりますが、小田川市長からは、今まで

の市の提示額８％と違って国のガイドラインと同率の

１０％を負担していただくことで承諾をいただいてい

ます。これで谷和原地区を除く小排水路の改修整備に

目途が付きました。後は一日も早く谷和原地区の整備

に向けて準備を始めたいと考えております。

　また、本田排水機場の改修事業も 800,000 千円を上

回る事業費ながら、当初は 4,000 千円程の微々たる予

算しか付かないで完成期日が定まらず心痛していまし

たが、今年度は予算 160,000 千円で除塵機の改修を行

い、当初の予定期日を超えずに完成する見通しです。

この外、県営事業では、地盤沈下対策事業福岡堰４期

地区、小貝東部２期地区や経営体育成基盤整備事業伊

奈二期地区での前原排水路改修の追加、そして当改良

区営での農地耕作条件改善事業川崎２期地区の小排水

路護岸工事、土地改良施設維持管理適正化事業の源八

余水吐ゲート改修や県単事業として常総地区樋管ゲー

ト改修と内郷工事も予定しております。

　さて、私達の現役員の任期も後６ヶ月を残すのみに

なりました。残る短い日々を精一杯務めていく所存で

す。尚一層のご協力をお願いいたします。

　最後になりましたが、組合員の皆様そして各関係機

関の皆様のご健勝と更なるご発展をご祈念申し上げま

してご挨拶と致します。

福岡堰土地改良区　理事長　倉持　悦典
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　４月の定期人事異動により、

茨城県県南農林事務所土地改

良部門長として参りました滑

川でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　また、福岡堰土地改良区の

皆様方には、日頃より当管内

の農業農村整備事業の推進に

あたりまして、特段のご支援とご協力を賜り誠にあり

がとうございます。紙面をお借りしまして厚くお礼申

し上げます。

　近年の農業を取り巻く情勢は、少子高齢化や人口減

少に伴う国内市場規模の縮小、ＴＰＰをはじめとする

貿易自由化などによる競争の激化など世界を意識した

経営が必要となるなど、より厳しさを増しております。

　このような中、県においては平成３０年１１月に新

たな県総合計画を策定し、「儲かる農業」の実現に向け、

担い手への農地の集積・集約化や ICT 等を活用した

スマート農業の推進、本県農林水産物のブランド力強

化を目指しています。農業基盤等の整備につきまして

は、低コストで生産性の高い水田や高品質な青果物を

安定供給する畑地の整備を進めるとともに、老朽化が

進む農業水利施設等の計画的な補修・更新や防災・減

災対策に取り組んでまいります。

　また、美しい元気なむらづくりに向けて、地域資源

を活用した農村の活性化を進めるとともに、国土の保

全や水源のかん養などの農業・農村の有する多面的機

能の維持・発揮にも取り組んでまいります。

　次に、福岡堰土地改良区管内で実施しております県

営事業の今年度の事業概要について紹介させて頂きま

す。まず、経営体育成基盤整備事業伊奈二期地区につ

いては排水路工事、地盤沈下対策事業福岡堰４期地区

については排水路工事を、同じく小貝東部２期地区に

ついては用水路工事、基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業本田排水機場については除塵機の更新を予定

しております。さらに、新規地区として経営体育成基

盤整備事業伊奈北部地区が着手予定となっています。

また、平成２５年度より実施しておりました経営体育

成基盤整備事業藤代北部地区が昨年度をもって完了す

ることができました。関係者の皆様の御協力に感謝い

たします。

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご発展と組合員

の皆様方のご健勝・ご多幸をお祈り申し上げましてご

挨拶といたします。

茨城県県南農林事務所　土地改良部門長　滑川　健司

茨城県土地改良事業団体連合会　県南事業所長　大場　景次

　４月の定期異動によりまし

て、土地改良事業団体連合会

県南事業所に赴任いたしまし

た大場でございます。どうぞ

よろしくお願い致します。

　倉持理事長をはじめ、福岡

堰土地改良区の皆様方には、

常日頃より農業農村整備事業

の推進はもとより本会の業務運営に対しまして、特段

のご高配を賜っておりますこと紙面をお借りしまして

厚く御礼申し上げます。

　今年度は元号が５月１日から「令和」と改元され、

新たな時代の幕開けとなります。微力ではございます

が、精一杯職務を果たしてまいりますので、今後とも

皆様のご支援・ご協力をお願い致します。

　さて、今年度は近年の農業及び農村をめぐる情勢の

変化に対応するとともに、土地改良区の業務運営の適

正化を図ることを目的とした、土地改良法の一部改正

が４月１日より行われました。その内容は、組合員の

資格交代の円滑化等、理事の資格要件の見直し、利水

調整のルール化、土地改良施設の管理への参加、総代

制度の見直し、土地改良区連合の業務の拡充、財務会

計制度の見直しなど、今後の土地改良区運営に大きく

影響する内容となっております。その中で土地改良区

の定款、規約、規程の改正例や複式簿記導入に関して

の資産評価など、実務的かつ詳細な内容が示されてお

ります。今後、研修会等も予定されており、詳細な情

報が入り次第、提供させていただくとともに、ご案内

をさせていただきたいと考えております。

　今後、農業従事者の減少や、農村の混住化がますま

す進んでいくことが見込まれております。将来にわた

り農業水利施設を適正に維持管理していくためには、

土地改良区の体制強化と施設の適切な補修及び管理が

必要で有り、農村環境の保全のためにも土地改良区の

存在意義は、更に高まっていくと考えられます。

　本会といたしましても、土地改良区は地域農業を守

る重要な組織であることを踏まえながら、会員の皆様

と一緒になって本県農業の振興・発展に努めて参りま

すので、今後とも、ご理解とご支援を賜りますようお

願い申し上げます。

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご発展と、組合

員の皆様方のご健勝をご祈念申し上げましてご挨拶と

させていただきます。
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　平成３０年１０月１２日 ( 金 )、当土地改良区事務所会議室において、

臨時総代会が開催され、つくばみらい市谷原地区の神立 敬司総代を議長

に選出し、次の議案について審議し、全議案原案通り承認及び可決決定

されました。

第 １ 号議案　平成２９年度事業報告の承認について

第 ２ 号議案　平成２９年度財産目録の承認について

第 ３ 号議案　平成２９年度会計収入支出決算の承認について

　（ア）一般会計

　（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計

　（ウ）地区除外決済金特別会計

　（エ）地区除外決済金積立金特別会計

　（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計

　（カ）農業基盤整備促進事業特別会計

　（キ）県単土地改良事業特別会計

　（ク）農地耕作条件改善事業特別会計

第 ４ 号議案　平成３０年度県単土地改良事業施行議決の変更について

第 ５ 号議案　平成３０年度会計収入支出補正予算（案）の議決について

　（ア）一般会計

　（キ）県単土地改良事業特別会計

　平成３０年１０月１２日 ( 金 ) 開催の臨時総代会において承認を得ました、平成２９年度財産目録及び会計収入

支出決算は次の通りです。

資　　　　　産 負　　　　　債

流　動　資　産 ３４，７６８，９２９ 長　期　負　債 ０

特　定　資　産 ６４９，３３２，２３９ 短　期　負　債 ６４９，０８２，２３９

固　定　資　産 １６２，３０１，０５３

計 ８４６，４０２，２２１ 計 ６４９，０８２，２３９

（単位：円）

財　　産　　目　　録

平成 29 年度決算について
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会 計 収 入 支 出 決 算

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 組 合 費 ２０５，８１６，２３３ １. 事 務 費 ８７，２７２，３３０

２. 財 産 収 入 １６２，０００ ２. 維 持 管 理 費 ３５，６０４，５２５

３. 補助金及び交付金 ２７，６７５，２００ ３. 事 業 費 ８９，０９４，８２０

４. 負担金及び寄付金 １５，５２０，７７２ ４. 財 産 費 ２，１２３，３５９

５. 雑 収 入 ３，２０２，２１３ ５. 借 入 費 ０

６. 繰 入 金 ３６，８１０ ６. 負 担 金 繰 出 金 ５１，３０４，７４１

７. 繰 越 金 ４３，６５０，０９３ ７. 諸 費 ５，７０６，７９３

８. 予 備 費 ０

計 ２９６，０６３，３２１ 計 ２７１，１０６，５６８

（単位：円）

会　　計　　別 収入決算額 支出決算額 差 引 残 額 摘　　　要

（イ）常 勤 役 職 員 退 職
給 与 積 立 金 ６８，７７０，１２５ ０ ６８，７７０，１２５ 平成３０年度へ繰越

（ウ）地 区 除 外 決 済 金 ５，８０９，１２７ ５，８０９，１２７ ０

（エ）地 区 除 外 決
済 金 積 立 金 ３２７，８１６，１７３ ２３７，６００ ３２７，５７８，５７３ 平成３０年度へ繰越

（オ）備 品 費 及 び 財 産
費 引 当 積 立 金 ２５２，７３３，５４１ ０ ２５２，７３３，５４１ 平成３０年度へ繰越

（カ）農 業 基 盤 整
備 促 進 事 業 ２１，１９０，６８９ ２１，１９０，６８９ ０

（キ）県 単 土 地 改 良 事 業 ３，０６７，２０１ ３，０６７，２０１ ０

（ク）農 地 耕 作 条
件 改 善 事 業 ３１，１４７，２００ ３１，１４７，２００ ０

計 ７１０，５３４，０５６ ６１，４５１，８１７ ６４９，０８２，２３９

（単位：円）

差引残額　２４，９５６，７５３円は、平成３０年度へ繰越

１、組合費（69.52%）２、財産収入（0.05%）

３、補助金及び交付金
　　　　　 （9.35%）

４、負担金及び寄付金
　　　　　 （5.24%）

５、雑収入（1.08%）
６、繰入金（0.01%） ７、繰越金（14.74%）

収　　入
１、事務費
　　（32.19%）

２、維持管理費（13.13%）
３、事業費（32.86%）

４、財産費（0.78%）

５、借入費（0.00%）

７、諸費（2.10%）
８、予備費（0.00%）

６、負担金繰出金
　　  （18.92%）

支　　出
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　平成３１年３月１５日 ( 金 )、当土地改良区事務所会議室において、通

常総代会が開催され、つくばみらい市小張地区の大山 繁総代を議長に選

出し、次の議案について審議し、全議案原案通り承認及び可決決定され

ました。

第 １ 号議案　福岡堰土地改良区役員補欠選挙執行について

第 ２ 号議案　福岡堰土地改良区定款の一部改正について

第 ３ 号議案　福岡堰土地改良区規約の一部改正について

第 ４ 号議案　福岡堰土地改良区総務委員会規則の一部改正について

第 ５ 号議案　福岡堰土地改良区工事委員会規則の一部改正について

第 ６ 号議案　福岡堰土地改良区畑地かんがい審議委員会規則の一部改正について

第 ７ 号議案　福岡堰土地改良区会計細則の一部改正について

第 ８ 号議案　福岡堰土地改良区建設工事請負業者指名停止等措置規程の一部改正について

第 ９ 号議案　福岡堰土地改良区手数料徴収規程の一部改正について

第１０号議案　福岡堰土地改良区利水調整規程の制定について

第１１号議案　平成３０年度土地改良施設維持管理適正化事業施行議決中、一部変更について

第１２号議案　平成３０年度農地耕作条件改善事業施行議決中、一部変更について

第１３号議案　平成３０年度県単土地改良事業施行議決中、一部変更について

第１４号議案　平成３０年度地区除外決済金積立金の運用処分の変更について

第１５号議案　平成３０年度会計収入支出補正予算（案）の議決について

　（ア）一般会計

　（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計

　（ウ）地区除外決済金特別会計

　（エ）地区除外決済金積立金特別会計

　（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計

　（カ）農地耕作条件改善事業特別会計

　（キ）県単土地改良事業特別会計

第１６号議案　福岡堰土地改良区過誤納返戻金取扱要綱の制定について

第１７号議案　平成３１年度組合費賦課率及び徴収方法の議決について

第１８号議案　県営土地改良事業に伴う分担金の納入について

第１９号議案　平成３１年度土地改良施設維持管理適正化事業の施行について

第２０号議案　平成３１年度農地耕作条件改善事業の施行について

第２１号議案　平成３１年度県単土地改良事業の施行について

第２２号議案　平成３１年度地区除外決済金積立金の運用処分について

第２３号議案　平成３１年度会計収入支出予算（案）の議決について

　（ア）一般会計

　（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計

　（ウ）地区除外決済金特別会計

　（エ）地区除外決済金積立金特別会計

　（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計

　（カ）農地耕作条件改善事業特別会計

　（キ）県単土地改良事業特別会計

第２４号議案　平成３１年度予算内一時借入金限度額の議決について

　平成３１年３月１５日（金）に開催された通常総代会にて、福岡堰土地改良区役員補欠選挙（第

１被選挙区・つくばみらい市谷和原地区理事）が執行され、つくばみらい市谷原地区 神立 敬

司氏が理事に当選されました。

役員補欠選挙執行について
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平成３０年度事業報告について
◆県営地盤沈下対策事業　福岡堰４期地区◆

◆県営地盤沈下対策事業　小貝東部２期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

谷 井 田 沼 落 排 水 路

第 ３ － １ 工 区
排水路工 Ｌ＝ 95.0 矢板護岸　 4.1 × 2.0 ～ 2.5

谷 井 田 沼 落 排 水 路

第 ７ － １ 工 区
排水路工 Ｌ＝ 324.8 排水フリューム　1.5 ～ 1.7 × 1.2

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

谷 井 田 用 水 路
第 １ ８ 工 区

用水路工 Ｌ＝ 135.4 フリューム水路 0.6 × 0.7

中 用 ２ ２ 号 用水路工 Ｌ＝ 399.4 三面水路 0.7 × 0.7

中 用 ７ ４ 号
第 １ 工 区

用水路工 Ｌ＝ 341.8 三面水路 1.3 × 0.8

県営地盤沈下対策事業福岡堰４期地区 谷井田沼落排水路　　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区 谷井田用水路　　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )



（8）第 ３１ 号

◆土地改良施設維持管理適正化事業（第４１期生）◆

工　事　名 工　事　内　容

福 岡 堰 ゲ ー ト
外 面 塗 装 工 事 ゲート外面塗装工 Ｎ＝２門

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区 中用２２号　　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区 中用７４号　　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )

 土地改良施設維持管理適正化事業（第４１期生） 福岡堰ゲート　　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )
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◆農地耕作条件改善事業◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

東 楢 戸 地 区 第 １ 工 区
排 水 路 護 岸 工 事

排水フリューム Ｌ＝ 379 0.6 × 0.6 ～ 0.9・0.6 × 0.6 ／ 0.9

東 楢 戸 地 区 第 ２ 工 区
排 水 路 護 岸 工 事

排水フリューム Ｌ＝ 451 0.6 × 0.9

◆　そ　の　他　の　工　事　◆

種　　別 工　事　内　容

内 郷 工 事 幹線・支線・中用水路補修工、幹線・中排水路補修工

特 別 工 事 安全施設復旧工

施 設 破 損
復 旧 工 事 用水路・安全施設復旧工

農 地 転 用 工 事 用排水路護岸工、出入口暗渠工

農地耕作条件改善事業　東楢戸地区第２工区　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )
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（単位：円）

（単位：円）

一 般 会 計 収 支 共
３００，５０１，０００円也

特 別 会 計 収 支 共
７０３，３７８，０００円也

令和元年度予算について

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 組 合 費 ２０４，２６６，０００ １. 事 務 費 ９７，０７６，０００

２. 財 産 収 入 １５，０００ ２. 維 持 管 理 費 ３６，８８３，０００

３. 補助金及び交付金 ２４，３４８，０００ ３. 事 業 費 ９２，６３２，０００

４. 負担金及び寄付金 １３，０２９，０００ ４. 財 産 費 ５，０００，０００

５. 雑 収 入 ３，８１１，０００ ５. 借 入 費 １，０００

６. 繰 入 金 ２９，０３２，０００ ６. 負 担 金 繰 出 金 ５０，７０９，０００

７. 繰 越 金 ２６，０００，０００ ７. 諸 費 １６，４４１，０００

８. 予 備 費 １，７５９，０００

計 ３００，５０１，０００ 計 ３００，５０１，０００

会　　計　　別 収入予算額 支出予算額

（イ）常 勤 役 職 員 退 職 給 与 積 立 金 ７４，５６８，０００ ７４，５６８，０００

（ウ）地 区 除 外 決 済 金 ３，８１２，０００ ３，８１２，０００

（エ）地 区 除 外 決 済 金 積 立 金 ３３４，１９０，０００ ３３４，１９０，０００

（オ）備 品 費 及 び 財 産 費 引 当 積 立 金 ２５３，２０６，０００ ２５３，２０６，０００

（カ）農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 ３０，００１，０００ ３０，００１，０００

（キ）県 単 土 地 改 良 事 業 ７，６０１，０００ ７，６０１，０００

計 ７０３，３７８，０００ ７０３，３７８，０００

１、組合費（67.98%）２、財産収入（0.00%）

３、補助金及び交付金
　　　　　 （8.10%）

４、負担金及び寄付金
　　　　　 （4.34%）

５、雑収入（1.27%）
６、繰入金（9.66%） ７、繰越金（8.65%）

収　　入
１、事務費
　　（32.30%）

２、維持管理費（12.27%）
３、事業費（30.83%）

４、財産費（1.66%）

５、借入費（0.00%）

７、諸費（5.47%）
８、予備費（0.59%）

６、負担金繰出金
　　  （16.87%）

支　　出
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　福岡堰土地改良区の総代の任期が、令和元年９月２７日を以て満了となります。これに伴い８月下旬頃

に総代総選挙が執行される予定です。又、今年４月１日施行の土地改良法改正に伴い、選挙管理委員会に

よる管理が廃止され、土地改良区が管理することとなり、立候補の届出・投票日等については、後日、組

合員の皆様に回覧等にてお知らせする予定です。この選挙は組合員であることが原則であり、土地改良区

の組合員名簿に登載されている者以外は立候補し、又、投票することもできません。従って組合員名は、

この４月に発行した組合費通知書により確認し、氏名の違っている方は、組合員名簿の変更手続きをされ

るようお願い致します。名簿の変更手続きは、両者の印鑑と新組合員になる方の生年月日が必要ですので、

宜しくご協力下さるよう重ねてお願い致します。

▼総代の改選について

　造成後年月が経過し、皆様が利用している水路も老朽化等により、補修工事の要望が年々多くなってきており

ます。しかし、予算の都合もあり全ての要望に対応することができず、皆様には大変ご不便をおかけしております。

　水路でも各圃場へ直接取水する小用水路や直接排水する小排水路は原則地元管理となっておりますので、再

度ご理解の程よろしくお願い致します。

　尚、組合員にて補修していただく場合は、各種助成制度等もありますので、施工前に各地区役員・総代までお

問い合わせ下さい。

▼水路の補修工事（内郷工事）要望について

　福岡堰土地改良区の役員の任期が、令和元年１０月２４日を以て満了となります。これに伴い、１０月

開催予定の新総代会において、次期役員が選任決定される予定です。この選任制は、各地区の新総代から

の推薦書・本人の承諾書の届出が必要になります。又、役員は組合員であることが原則であり、総代との

兼務ができません。詳細については、後日、組合員の皆様に回覧等にてお知らせする予定ですので、よろ

しくお願い致します。

▼役員の選任について

　当土地改良区管内には多数の用排水路があり、円滑な用水かんがいと排水を計るべく、毎年２回の藻刈

り及び堤塘草刈りを組合員皆様のご協力により実施しておりますが、用排水の通水を妨げないよう水路内

への草の落下に充分注意して頂き、落ちた場合には取り除いて頂くようご協力をお願い致します。

　又、近年刈払機による草刈り作業が多くなっており、事故の件数も増加しております。十分満足な補償

とまではいきませんが、傷害保険には加入しておりますので事故やケガには充分注意して頂き、万一の場

合には当改良区へご連絡頂けますようお願い致します。

　尚、本年第２回目が７月２８日 ( 日 ) に予定されておりますので、ご協力の程重ねてお願い致します。

▼管内用排水路の藻刈り及び堤塘草刈りについて

お  知  ら  せ

水 難 事 故 ゼ ロ へ 　 ご 協 力 を

　用水かんがいの時期は水路に常時通水しており、水深も深く、流れ

も速い状態です。危険ですので水難事故にご注意下さい。特に子供た

ちの水遊びによる事故が懸念されます。ネットフェンス等の安全施設

は設置してありますが、子供たちを水難事故から守る為、ご家族に止

まらず地域の皆様も一人ひとりが注意をしあい、「遊ばない」「遊ばせ

ない」「近寄らない」を合い言葉に子供たちが水路の近くで遊ばないよ

うご協力をお願い致します。
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こんな時には届出・申請が必要です！

福岡堰土地改良区では、令和元年度内又は令和２年度新規採用職員を募集します。
◆ 募 集 職 種 ： 一般事務

◆ 採 用 年 月 日 ： １０月１日 ( 火 ) 又は令和２年４月１日 ( 水 )

◆ 募 集 人 数 ： 若干名
◆ 受 験 資 格 ： 平成６年４月２日以降に生まれた方で高等学校卒業程度以上の学力を有する方

( 令和２年４月１日採用希望者は卒業見込み者を含む )
※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から年齢制限を定めています。

◆ 申 込 期 間 ： ６月３日 ( 月 ) ～７月１２日 ( 金 )（市販履歴書Ａ４にて受付）

◆ 受 付 時 間 ： 午前９時～午後５時（土、日、祝日を除く）

◆ 試 験 日 ： 一次試験＝８月４日 ( 日 ) 筆記試験 ( 一般教養試験 )

二次試験＝８月下旬 ( 平日 ) 口述試験 ( 一次試験合格者に別途通知 )

採用合否通知９月上旬

◆ 試 験 会 場 ： 福岡堰土地改良区事務所

◆ 問い合わせ先 ： 福岡堰土地改良区庶務課
 ※ 組合員の皆様のお知り合いの方で、希望される方がいらっしゃいましたら、ご紹介くださるよう   

お願いいたします。ご応募お待ちしております。

★新規採用職員募集★

茨城県つくばみらい市福岡１５４６番地

福 岡 堰 土 地 改 良 区
Ｔ Ｅ Ｌ 　０ ２ ９ ７ － ５ ２ － ４ ２ ３ ２
Ｆ Ａ Ｘ 　０ ２ ９ ７ － ５ ２ － ６ ３ ４ ８
Ｈ 　 Ｐ 　 h t t p : // w w w . f u k u o k a - s u i r i . o r . j p
E - m a i l 　 i n f o ＠ f u k u o k a - s u i r i . o r . j p
庶 　 務 　 課 ＝ 庶 務 全 般 、 換 地 関 係
経 　 理 　 課 ＝ 会 計 、 組 合 費 賦 課 徴 収 関 係
工 務 管 理 課 ＝ 工 事 全 般 、 用 水 配 分 関 係

　今年度から賦課金通知書と一緒に賦課地積の内訳とし
て土地明細書を同封致しましたので、ご確認下さるようお
願いします。
　耕作地の移動又は組合員名に変更がある場合は、土地
改良法により、本人が土地改良区へ届け出ることになって
おりますので、必ず届け出るようお願い致します。

組合員変更及び耕作移動

　農地を農地以外のものに転用するときには、あらか
じめ土地改良区に地区除外の申請をして下さい。土地
改良区では、その土地を転用することにより、付近の
他の農地に被害がないかどうかを検討した後に土地改
良区の意見書等を交付します。その際に地区除外決済
金等を納めて頂きますが、これは土地改良法で義務づ
けられており、その土地を地区除外することにより、残
された農地が将来加重な負担にならないようにするた
めのものです。公共事業用地として買収又は寄付した
土地も同様に決済金等を納めて頂くことになりますの
で、事業主体（買収者）が手続きをするように充分に
話し合いをして下さい。手続きをしないと賦課されます
ので、注意して下さるようお願い致します。

農地を転用するとき

　組合費の納付につきましては、市役所窓口での納付
ができません。又、金融機関での振込納付の手数料は、
組合員さんご本人に負担して頂くことになりますので、
是非、口座振替納付をご利用下さい。
　手続きは簡単で、口座振替手数料の負担もありませ
んので、より多くの皆様からのお申し込みをお待ちし
ております。

口座振替の申し込み

　福岡堰土地改良区の区域内には、大小の用排水路が
あります。このうち排水路に浄化槽を通して雑排水等
を放流しようとする場合には、土地改良区の承認が必
要です。本来、排水路は農業排水が目的であり、各家庭、
事業所等から出る排水は、公共下水等で処理されるこ
とになっておりますが、その設備が無く、やむを得ず排
水路への放流が必要な場合は、農作物に対する影響等
を検討し、水質基準等を定め、認めております。土地
改良区の排水路へ浄化槽を通して雑排水等を放流する
ときは、必ず事前に承認を受けてから放流して下さい。

浄化処理水等を放流するとき

つくばみらい市谷和原地区

理事　故　風見　登

平成３１年２月１７日　ご逝去

　生前、土地改良区の運営及び土地改

良事業の推進にご尽力賜りましたこと

に深く感謝を申し上げ、謹んでご冥福

をお祈り申し上げます。

お悔やみ


